
令和４年５月２６日 

保健福祉局総務課

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の運用改善について 

１ 概要 

これまで、本事業の対象世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で令和３年１月

以降収入が減少し、住民税非課税世帯相当となった世帯（家計急変世帯）については、申

請に基づき、給付を行っていた。今回の運用改善により、課税情報を基に、令和４年度に

新たに住民税非課税世帯となった世帯を抽出し、支給要件確認書を発出して、給付を行う

もの（支給済み世帯を除く）。 

【運用改善について】 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 対象 

① 令和３年度住民税非課税世帯 ② 家計急変世帯 

令和２年の所得が非課税相当の世帯

令和３年の所得が新たに

非課税相当となった世帯

↓ 

令和４年度に新たに 

住民税非課税となった世帯

令和４年１月以降 

新たに非課税相当 

となった世帯 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業については、令和４年２月から給付を

開始しているが、この度、国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」（令

和４年４月２６日付）」に伴い、生活困窮者等への支援措置が強化されることになった。 

具体的には、令和４年６月１日を基準日として、課税情報を基に、令和４年度に新たに住民

税非課税となった世帯に対して、給付を行うこととなったもの。 

これを受け、本市においても、新たに対象となった世帯に速やかに給付金を支給するもの。 

令和３年度の住民税課税情報に基づき 

支給要件確認書を送付・支給 

令和４年度の住民税課税情報に基づき 

支給要件確認書を送付・支給 

世帯からの「申請」に基づき支給 

運用改善 



２ 運用改善の内容 

（１） 支給対象 

基準日（令和４年６月１日）に本市に住民票があり、令和４年度に新たに住民税非課税と

なった世帯(既に本給付金を支給した世帯を除く)

（２） 給付額  

１世帯あたり１０万円 

（３） 運用改善に伴う世帯数      

約２万６千世帯 

（４） 今後のスケジュール 

① 支給要件確認書の発送開始日  令和４年６月１４日（火）～順次発送 

② 支給開始日              令和４年６月１７日（金）～ 

（５） 事業費 

令和４年度補正（運用改善による家計急変世帯不足分：６千世帯）   ９０５,０００ 千円  

給付金：６００，０００千円    事務費：3０5,０００ 千円 

＜参考＞ 

令和３年度（令和 3年 12月補正及び令和4年 2月補正）     1９,5００,０００ 千円 

３ 参考：これまでの支給実績（令和４年２～４月末時点） 

申請件数 支給済件数（申請に対する支給率）

令和３年度非課税世帯 １３８，９５１ 件  １３５，１２０ 件 （９７．２％）

家計急変世帯 ７０６ 件  ４８０ 件 （６８．０％）


